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第１１章 施策の実施計画の策定・実施と経過観察 

 

１ 施策の実施計画 

  第６～１０章に述べた、保存、活用、整備、運営・体制の整備に関する方向性・方法の各項目について、実施

すべき施策を以下に分類し、表２６～２８に示しました。なお、各施策のうち、整備計画に関連するものは、

【 】内に整備項目名を示してあります。 

 ⑴ 既に着手しており、今後も継続して計画的に実施すべき施策 

   現在実施している施策で、今後も継続して計画的に取り組むもの、更なる充実を図るもの。 

 ⑵ 早期に着手すべき施策 

   史跡の保存、活用のため必要度が高く、早期に着手すべき施策。長期にわたるものと、比較的短期間に完了

するものの双方があります。 

 ⑶ 中・長期的な展望の下に実現すべき施策 

   ⑴・⑵の施策を優先して実施する必要性や、十分な調査研究、財源確保に向けた取組み等が必要であるた

め、中・長期的展望の下に実施すべきもの。今後、「松本城およびその周辺整備計画」の見直しの際に、実現

に必要となる事項や優先度を再検討します。 

 

表２６ 既に着手しており、今後も継続して計画的に実施すべき事業 

 項 目 内 容 

保 

存 

松本城等に関する史料の収

集、調査研究 

松本城、松本藩等に関する歴史を明らかにするとともに、石垣等史跡の構成要素の修理や

復元の根拠資料を得るため、史料収集、天守や石垣等の顕在遺構、地下遺構等の調査研究

は非常に重要であり、今後も継続して取り組みます。 

また、調査研究の成果を印刷物、ホームページ、各種講座等で市民や見学者に還元し、松

本城に関する理解の促進に活用します。 

活 

用 

学びの場・市民活動の場とし

ての活用 

松本城及び城下町を学びの場として活用する事業を継続して実施し、更なる充実を図りま

す。また、清掃、床磨き等のボランティア等の市民活動の場として環境整備を図ります。 

ボランティアガイド支援の取

組み 

ボランティアガイドの更なる資質向上、ガイド環境の向上等のため、今後の在り方、支援

の取組みについて検討し、その実現を図ります。 

パンフレット、ホームページ

等による情報発信 

現在実施しているパンフレット、ホームページ等による情報発信の更なる充実を図るとと

もに、松本城・城下町やその歴史に関する冊子、パンフレット等の刊行を検討します。 

保
存
を
目
的
と
し
た
整
備    

石垣修理事業 

【北外堀内側石垣の補修】 

石垣現況調査結果に基づく、危険度の高い石垣の修理を継続して行います。現在は、本丸

北外堀南面石垣の修理事業に着手しており、今後１０年間程度の期間を要する見込みで

す。修理に当たっては、地元石工が参画できるよう取り組み、伝統技術の継承を図るとと

もに、その協力を得て補足石材の確保を図ります。 

黒門及び門台石垣修理事業 

【黒門台石垣の改修】 

黒門一の門の屋根葺替え及び破損部材の修理、門台石垣の変状の著しい箇所の応急措置を

早急に実施します。門台石垣については、石垣各所に変状が見られ、危険度Ａとなってお

り、変状の著しい箇所の応急措置及び間詰石の補充を行い、変状の進行を抑え、本丸北外

堀南面石垣の修理事業終了後の本格修理実施に向けて検討します。 

天守耐震対策事業 

松本城天守の耐震基礎診断（耐震補強案策定含む）を平成26年から28年度の３カ年で実

施しています。耐震補強が必要な場合は、補強内容、実施時期、工程等の検討を行った上

で、天守の耐震化を着実に推進します。合わせて、天守・史跡内の避難誘導計画の策定、

動線や展示施設の見直し及び老朽化した電気設備・防災設備の更新を実施します。 

松本市立博物館の移転 

【松本市立博物館の移転】 

二の丸に位置する松本市立博物館は、三の丸に移転することが決定しており、今後計画的

に取り組みます。 

南・西外堀復元事業 

【南・西外堀の復元】 

権利関係者との丁寧な調整を行いながら、引き続き史跡追加指定及び公有化に取り組みま

す。事業用地の公有化が一定程度進捗した段階で、試掘調査を実施し、遺構の状況を確認

した上で、整備に関する計画の立案・設計等を行い、史実に基づいた堀の復元を着実に推

進します。 

活
用
を
目
的
と
し
た
整
備  

二の丸御殿の復元に向けた調

査研究 

復元の根拠として必要となる古写真がこれまで得られていないため、引き続き、古写真、

古絵図、文献資料等の収集等の調査研究を進めます。 
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表２７ 早期に着手すべき事業 

 項 目 内 容 

保 

存   

史跡外に残存する重要遺

構の調査研究及び保護措

置の検討 

【周辺景観の整備】 

総堀土塁、総堀水切り土手等、史跡外に残存している重要遺構の調査研究及び史跡指定を視野

に入れた保護措置を検討します。保存を前提に発掘調査を実施し、多目的広場として活用して

いる大手門枡形跡は、三の丸のまちづくりに重要な場所であることから、保存、活用等につい

て、都市政策部局、市民等と検討を進めます。 

「本丸庭園」の呼称に関

する検討 

江戸時代の庭園が本丸内にあるような誤解を招きやすい現在の呼称をよりよいものに改めるこ

とを検討します。 

樹木の取扱いに関する基

本方針の検討 

石垣等の遺構の保存や景観に悪影響を与えている樹木等の取扱いに関する基本方針を定め、適

正な樹木管理を図ります。 

活
用  

松本市立博物館移転後の

ガイダンス機能の在り方

の検討 

松本城や城下町に関するガイダンス機能を持つ松本市立博物館が三の丸に移転することから、

移転後も市民・来場者に十分な情報ができるよう、史跡松本城及び天守内の展示や松本市立博

物館との連携の在り方について検討を行います。 

保
存
を
目
的
と
し
た
整
備    

史跡境界標の設置 文化財保護法上義務付けられている史跡境界標が未設置であることから、早期に設置します。 

破損箇所の計画的修繕 史跡内の小規模な破損箇所の調査を行い、計画的に修繕を実施します。 

堀の堆積物除去及び水質

の維持に関する施策 

内堀、外堀及び総堀は、堆積物が大量に蓄積し、堀の水深が浅くなっており、堆積物の除去を

行い、歴史的な景観と環境の維持向上を図る必要があります。総面積は３万平方メートルを超

え、長期かつ多額の経費を要する事業となるため、事前に堆積状況や堆積物の除去後の水量の

確保や水質の維持等に関する調査を行い、石垣や堀底等に悪影響を及ぼさず、悪臭等の周辺環

境への悪影響を最低限にとどめ、効率的に実施できる工法を検討し実施する必要があります。 

石垣カルテの作成 
未着手である石垣の現状記録、破損状況、修理履歴等の詳細調査（石垣カルテの作成）の実施

に向けて検討します。 

埋の橋の取扱いに関する

検討 

現在の埋の橋は、観光用の目的で昭和３０年に架けられたものであり、史実とは異なるもので

あることから、整備計画では埋の橋を撤去し、足駄塀（あしだべい）を復元することとしてい

ます。一方で建築後５０年以上経過し、松本城の景観の一部として市民や来場者に親しまれて

いる現状を踏まえながら、今後の取扱いについて検討します。 

活
用
を
目
的
と
し
た
整
備   

史跡に関する解説板等の

設置 

松本城に関する理解促進のため、本丸御殿跡等、史跡の個々の構成要素に関する解説板の設置

を、設置対象、仕様、多言語対応等を検討した上で計画的に実施します。来場者の多くは、ス

マートフォン等の情報端末を所持していることから、解説板から松本城公式ホームページへの

誘導や、往時の姿を再現するバーチャル映像の技術の採用についても検討します。 

樹木の適切な維持管理  
北外堀・総堀沿いのサクラなど、樹勢の衰えている樹木について、樹木医による診断を行うと

ともに、必要以上に高木化させない等の適切な維持管理を行います。 

南・西外堀復元に合わせ

た二の丸の整備 

【南隅櫓の復元】 

南・西外堀復元事業に合わせて、二の丸側の土坡・土塁等の地下遺構の発掘調査と整備、整備

範囲内に位置するトイレ・樹木等の移転・撤去、外堀外周から天守を望む景観の確保の取扱い

等について検討します。また、整備計画に復元が位置付けられている南隅櫓跡を含むことか

ら、発掘調査を実施し、位置等の確認を行います。 

松本市立博物館移転後の

二の丸の再整備 

市立博物館移転後は、整備計画に位置付けられている古山地御殿跡及び辰巳隅櫓跡の発掘調査

及び整備が可能となることから、実施に向けた検討を行います。 

大規模なイベント開催時の一般の来場者の快適な見学環境及び一般市民の憩いの場の確保が課

題となっていることから、イベント会場と来場者の動線が重ならないようなゾーニングについ

ても合わせて検討します。 

また、公園内の不陸等により、降雨時に水たまりができるなど、快適な環境を提供できていな

い部分についても、改善を図ります。 
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２ 経過観察 

 ⑴ 方向性 

   日常的な維持管理、各種施策の実施状況や効果等について、定期的に経過観察（モニタリング）を行い、事

業の進捗状況、課題等の検証を行い、史跡の保存、活用、整備、運営・体制の整備の適切な推進を図るととも

に、課題を早期に把握し、その解決を図ります。 

 ⑵ 方法 

  ア 内部検証 

    文化庁の作成した「史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書」及び「史跡等整備のてびき」

に提示されている自己点検票（表２９）を活用し、日常的な維持管理、各種施策、整備事業の進捗状況につ

いて内部検証を年１回行います。 

  イ 史跡松本城整備研究会での審議 

    内部検証結果を含め、史跡松本城整備研究会に各事業の進捗状況、取組みの内容を報告し、文化財保護の

観点から、適切なものであるか審議を受けるとともに、今後の進め方、課題がある場合はその解決策等につ

いて指導・助言を仰ぎます。 

  ウ 市及び市教育委員会の実施する行政評価等の活用 

    松本市では、各課が実施している全ての事務事業について、進捗状況や今後の方向性を検証するための行

政評価を実施しています。また、年度ごとに各課の重点目標を定め、年度末にその達成状況等について検証

し、議会・市民に公開しています。さらに、主要事業については、市の総合計画、実施計画に計上して実施

しており、定期的な事業検証を行うこととなっています。 

    整備事業を中心として、松本城で実施している各種施策については、こうした市・市教育委員会で実施し

ている取組みを活用し、事業検証および検証結果の公表を行います。 

  エ 経過観察により把握された課題の解決 

    経過観察により把握された課題を踏まえ、当初の目的が達成できるよう個別の施策・事業計画や運営の体

制等について見直しを行います。また、本計画についても、施策・事業の進捗や新たに把握された課題を踏

まえ、必要な場合は見直しを行うこととします。 

表２８ 中・長期的な展望の下に実現すべき施策 

 項 目 内 容 

本丸の整備 

【管理棟の撤去】 

【本丸御殿跡の整備】 

管理棟（管理事務所）の撤去に関しては、その他既存の建築物の取り扱いを含めて、整

備計画の見直しの際に検討します。 

本丸御殿跡の整備は、発掘調査とその成果に基づく平面表示、平面表示後の園路のあり

方（位置、舗装等）、地下遺構の保護、暗渠排水の再整備等を合わせて総合的に実施す

る必要があります。 

活
用
を
目
的
と
し
た
整
備  

内堀の整備 

【内堀の復元】 

旧制松本中学校建設のため埋め立てられた内堀南側・南東側の部分について、発掘調査

を行い、その結果に基づいて本来の姿に復元するものです。合わせて、近代以降改変さ

れている内堀西側石垣の復元についても検討する必要があります。 

歴史的建造物の復元 

【足駄塀の復元】 

【多聞櫓・折廻し櫓の復元】 

【辰巳隅櫓の復元】 

【八千俵蔵の復元と周辺整備】 

【東北隅櫓の復元】 

【二の丸御殿跡の復元】 

本丸・二の丸内にかつてあった歴史的建造物を幕末維新期の姿に復元するものです。発

掘調査、文献史料・絵図・古写真等の史料調査による位置・規模・構造等の確認、活用

方針の検討を行った上で、条件の整ったものから順次復元整備を行うこととします。 

個々の建造物復元に関する条件の整理や課題の把握、優先順位等については、今後の整

備計画の見直しの際に行います。 

三の丸の整備 

【北馬場総堀の整備】 

【御幸橋付近の総堀の整備】 

北馬場総堀の整備は、残存土塁の保存・整備と一体的に行うことを基本とし、発掘・測

量調査、史料調査を実施し、残存土塁の保護、整備方針について検討します。 

御幸橋付近の総堀の整備については、神社地や縄手通りの現状を踏まえた上で、整備内

容について検討します。 
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表
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